
第５２号議案

中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則等の一部を改

正する規則

上記の議案を提出します。

令和元年（２０１９年）１１月１５日

提出者 中野区教育委員会教育長 入野 貴美子

（提案理由）

地方公務員法の改正により職員の欠格条項から成年被後見人等が除

かれたことに伴い規定を整備する必要がある。



中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則等の一部を改

正する規則

（中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部改正）

第１条 中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則（平成１２

年中野区教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「次項第５号」を「次項第４号」に改

め、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削り、同項中第３

号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第

５号とする。

第１０条第１項第２号、第１１条及び第１２条第１項第２号中

「、若しくは失職し」を削る。

（中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部改正）

第２条 中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２

年中野区教育委員会規則第１４号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「次項第５号」を「次項第４号」に改

め、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削り、同項中第３

号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第

５号とする。

第９条の２第１項第２号、第１０条第１項第２号、第１１条及び

第１２条第１項第２号中「、若しくは失職し」を削る。

（中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則の一

部改正）

第３条 中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則

（平成２９年中野区教育委員会規則第１７号）の一部を次のように

改正する。

第２条第１項第１号中「次項第５号」を「次項第４号」に改



め、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削り、同項中第３

号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第

５号とする。

第１０条第２号中「、若しくは失職し」を削る。

（中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一

部改正）

第４条 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則

（平成２９年中野区教育委員会規則第１８号）の一部を次のように

改正する。

第２条第１項第１号中「次項第５号」を「次項第４号」に改

め、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削り、同項中第３

号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第

５号とする。

第１０条第２号及び第１１条第２号中「、若しくは失職し」を削

る。

附 則

この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。


